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入 札 公 告 

 

   次のとおり一般競争入札を実施する。 

 

    令和 ７年 ６月３０日 

                                                  石川県能登空港管理事務所長 

１ 一般競争入札に付する事項 

(１) 工事名 能登空港 滑走路端安全区域工事（用地造成工） 

(２) 工事場所 鳳珠郡能登町字太田原～鳳珠郡穴水町字菅谷 地内 

(３) 完成期日 令和８年２月２７日 

(４) 工事概要 盛土工 Ｖ＝５，１００ｍ３ 

現場打擁壁工 Ｖ＝４４ｍ３ 

排水構造物工 Ｌ＝２６０ｍ 

(５) 予定価格 ９５，５１３，０００円（税込み） 

(６) 総合評価方式    適用（施工体制確認型） 

(７) 契約後ＶＥ方式    適用 

(８) いしかわ週休２日対象工事  適用 

(９) ＩＣＴ施工対象工事   適用（施工者希望型） 

(１０) 工事代金の支払条件等 

ア 前払金について   有 

イ 部分払と中間前金払いについて 有 

(１１) 低入札価格調査制度   適用 

(１２) 失格基準価格    有 

(１３) 契約保証金 

 石川県財務規則（昭和３８年石川県規則第６７号）の規定により納付すること。ただ

し、同規則の規定により契約保証金に代えて、担保を提供し、又は納付の免除を受ける

ことができる。 

(１４) 入札方法    電子入札による。（入札後審査型） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この工事の入札に参加することができる者は、石川県が発注する建設工事及び測量、建設コ

ンサルタント等の業務の一般競争入札並びに指名競争入札に参加する資格を得ようとする者に

必要な資格等（平成８年石川県告示第３５４号）に基づく入札参加資格の確認を受けた者で、

次に掲げる条件のすべてに該当する者とする。ただし、経常建設共同企業体としての参加につ

いて、次に掲げる事項のうち（１）から（６）並びに（７）のア、エ及びオは、石川県が別に

定める「経常建設共同企業体の取扱いについて」のとおり取扱うものとする。 

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。 

(２) 入札参加資格確認申請書の提出期間の末日からこの工事の開札の日までの期間に、石川
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県の指名停止措置を受けていない者であること。 

(３) この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連

がある者でないこと。 

(４) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

(５) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがな

されている者（手続き開始の決定後、石川県が別に定める手続きに基づく一般競争入札

参加資格の再認定を受けた者を除く）でないこと。 

(６) 役員（役員として登記又は届出されていないが、事実上経営に参画している者を含

む。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員、又は暴力団関係者（暴力団の構成員及び暴力団に協

力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。）と認められる者でないこと。 

(７) 次の要件をすべて満たす者であること。 

ア 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３条第１項の許可に係

る主たる営業所の所在地が奥能登土木総合事務所管内にあること。 

イ 令和６年度に実施された法第２７条の２３第１項の規定による経営事項審査の結果であ

る経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（審査基準日が令和５年１０月１日か

ら令和６年９月３０日までの間にあるもの。以下「結果通知書」という。）における土

木一式工事に係る総合評定値と石川県建設工事競争入札参加資格に係る主観的事項審査

事務要領に定める令和７年度の土木一式工事に係る主観点数との合計値が、８５０点以

上であること。 

ウ 結果通知書における土木一式工事の年間平均完成工事高が１億８千万円以上であるこ

と。 

エ 配置予定技術者に係る事項 

次に掲げる要件をすべて満たす者を専任の主任（監理）技術者として配置できること。 

（ア） ３ヶ月以上の雇用関係にある者 

（イ） 一級又は二級土木施工管理技士の資格を有する者 

なお、配置予定の技術者として二人まで、同時に申請することができる。また、同

一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とすることは差し支えないが、他

の工事を落札したことにより申請した配置予定技術者を配置することができなくなっ

たときは、直ちに提出した申請書の取り下げ又は入札の辞退を行うこと。これらの行

為を行わない入札は無効とし、当該入札者については指名停止の措置を行う場合があ

る。 

※ この工事の配置予定技術者については、「石川県が発注する建設工事におけ

る技術者及び現場代理人の兼務等の取扱いに関する要領」第２条及び第４条によ

る兼務ができるものとする。なお、当該兼務のほか、同要領による兼務について

は、３（８）イ（オ）の承認が必要である。 

オ 施工実績に係る事項 

平成２２年度以降に元請として完成した工事で、石川県内において、国又は石川県が発

注した道路改良工事の施工実績を有すること。ただし、共同企業体の代表者以外の構成
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員にあっては、出資比率３０％以上の構成員として２回以上の施工実績を有すること。 

(８) 総合評価方式に係る技術資料（作成要領は３（２）による。）の内容が適正である

こと。 

 

３ 入札手続 

(１) 設計図書の閲覧期間 

令和７年６月３０日（月）から令和７年７月１７日（木）１７時００分まで 

(２) 設計図書及び総合評価方式に係る技術資料作成要領の閲覧方法 

入札情報システム（下記ホームページアドレス）の入札予定画面より本工事の設計

図書及び技術資料作成要領をダウンロードすること。 

https://www.ep-bis.supercals.jp/ebidPPIPublish/EjPPIj?KikanNO=1700000 

(３) 質問書の受付期間及び方法 

執行機関の長に対して、令和７年６月３０日（月）から令和７年７月７日（月）１７時

００分までに文書（様式は任意）で郵送、持参又は電子メール（ＰＤＦに限る。）にて

提出（必着）する。なお、電子メールにより提出する場合は、電子メール送信後、電話

で受信確認を行うこと。 

(４) 回答の閲覧期間及び場所 

ア 閲覧期間 令和７年６月３０日（月）から令和７年７月１７日(木)１７時００分まで 

イ 閲覧場所  石川県能登空港管理事務所業務課及び入札情報システムの入札予定画面 

(５) 入札参加資格確認申請書等の提出 

原則として、電子入札システムを用いて下記の申請書等の書類を令和７年７月１０日

（木）１７時００分までに提出すること。 

（ア）入札参加資格確認申請書（単体発注） 

（イ）業態調書 

（ウ）総合評価方式に係る技術資料 

ａ 総合評価方式に係る技術資料の提出について 

ｂ 簡易な提案（ＰＤＦに限る。） 

ｃ 技術資料（企業の技術力等及び配置予定技術者の技術力） 

ただし、申請書等の容量の合計が３ＭＢを超える場合、（ア）については電子入札

システムを用いて提出し、（イ）、（ウ）の書類については郵送により石川県能登空

港管理事務所業務課に提出（上記期限必着）すること。 

なお、本公告における複数の対象工事に入札参加する場合、上記の提出書類（イ）につ

いては、１部のみに省略できる。 

(６) 入札書の受付期間 

電子入札システムにより、令和７年７月１６日（水）から令和７年７月１７日（木）の

１７時００分までに入札書（見積内訳書添付）を提出すること。 

(７) 開札日時  令和７年７月１８日（金）１１時００分 

(８) 入札参加資格確認審査 

ア 本工事は、入札価格が、予定価格の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、総

合評価の最も高い者を落札候補者とする。 

イ 入札参加資格確認申請書等の証明書類 
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開札後、落札候補者等に対し、入札参加資格確認申請書等の証明書類の提出を求める

通知を行う。 

通知を受けた者は別途指定する提出期限までに下記の書類を郵送、持参又は電子メー

ル（ＰＤＦに限る。）にて石川県能登空港管理事務所業務課へ提出（必着）するこ

と。 

（ア） 直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

（イ） 同種工事の施工実績が確認できる請負契約書等の写し 

（ウ） 配置予定技術者等の資格及び工事経験や雇用期間が確認できる書類（主任

（監理）技術者の資格及び免許書等並びに監理技術者にあっては国土交通大臣の

登録を受けた講習の修了証明書、現場代理人及び主任（監理）技術者等選任届、

コリンズカルテ等）の写し 

（エ） 総合評価方式に係る技術資料の証明書類 

（５）（ウ）の総合評価方式に係る技術資料に記載の証明書類のうち（イ）、（ウ）

と重複するものは別途提出する必要はない。 

（オ） 技術者の兼務承認申請書(２(７)エの※により技術者の兼務を申請する場合に限

る。) 

※「石川県が発注する建設工事における技術者及び現場代理人の兼務等の取扱いに関

する要領」（様式第１号） 

なお、兼務の可否について、発注者に事前に審査を受けようとする者は、令和７年７

月７日（月）までに「石川県が発注する建設工事における技術者及び現場代理人の兼

務等の取扱いに関する要領」（様式第２号）により申請すること。 

(９) 落札者決定予定日 令和７年７月３０日（水） 

ア 本工事は、落札候補者に対して入札参加資格等の根拠となる証明書類の審査を行い、

適格である場合に落札者として決定する。 

イ （８）に記載する審査、６又は７に記載する調査により落札決定を延期することがあ

る。 

(１０) 入札結果の公表 契約後、入札情報システムにおいて公表 

(１１) 入札参加資格否認の理由の説明 

ア 入札参加資格がないと認められた者は、石川県能登空港管理事務所長に対し、その理

由の説明を求めることができる。 

イ 理由の説明の請求は、落札決定日の翌日から起算して７日目（当該期間内に石川県の

休日を定める条例（平成元年条例第１６号）第１条第１項に規定する県の休日に当た

る日（以下「休日」という。）があるときは、その日数を加算し、加算した期間につい

て休日が含まれる場合も同様とする。）にあたる日の１７時００分までに書面により行

わなければならない。この場合、当該書面は申請書等の提出場所へ持参により提出す

ること。 

ウ 理由の説明は、書面により行う。 

 

４ 入札保証金 

免除する。 

 

５ 落札価格 
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落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

 

６ 施工体制の確認 

本工事は総合評価において、施工体制をどのように構築し、それが施工内容の実現確実性の

向上につながるかを審査するため、次のとおり調査を行う。 

(１) 施工体制の審査に係る聴取り調査の実施 

開札後、入札参加者に対して速やかに施工体制の確認を行うための聴取り調査を実施

するとともに、聴取り調査に際して、追加資料の提出を求めることとする。 

(２) 追加資料の提出 

追加資料の様式及び作成方法は、別紙「施工体制に関する調査及び低入札価格調査 説

明書」及び別表「資料作成要領」の記載のとおりとし、提出期限は別途連絡するものと

する。 

また、追加資料提出の意向がない者は「施工体制に関する調査辞退申出書」を別途連

絡する提出期限までに提出するものとし、この場合においては、当該入札を無効として

取り扱う。 

 

７ 低入札価格調査 

調査基準価格に満たない価格をもって申し込みをした者が落札候補者であるときは、契約の

内容が履行されないおそれがあると認められるか否かについて、次のとおり調査を行った上

で、落札者を決定するものとする。 

(１) 低入札価格調査に係る聴取り調査の実施 

上記のおそれがあると認められるか否かについて、聴取り調査を実施するとともに、

調査に際して、調査資料の提出を求めることとする。 

(２) 調査資料の提出 

 調査資料の様式及び作成方法は、別紙「施工体制に関する調査及び低入札価格調査 説

明書」及び別表「資料作成要領」の記載のとおりとし、提出期限は別途連絡するものと

する。 

(３) 低入札価格調査に協力しない場合の措置 

調査資料を提出しない場合又は聴取り調査に応じない場合等、低入札価格調査に協力

しない場合は、当該落札候補者を失格とした上で、指名停止措置を講ずることがある。 

 

８ 低入札価格調査を受けた者との契約に係る条件 

低入札価格調査を受けた者との契約については、次の条件を付するものとする。 

ア 契約保証金及び発注者により契約が解除された場合の違約金は請負代金額の１０分の

３以上とすること 

イ 前払金は請負代金額の１０分の２に相当する額以内とし、部分払に代えて中間前金払

を選択した場合にあっては、１０分の４に相当する額以内とすること 

ウ 本公告において求めている配置予定技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者を、
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専任で１名現場に配置すること 

 

９ 入札の無効 

入札参加資格のない者、虚偽の入札参加資格の確認申請を行った者、見積内訳書を提出しな

い者及び土木部競争入札心得に違反した者のした入札は、無効とする。 

 

１０ 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 

落札者は、法第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事

象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、その旨

を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 

 

１１ 問い合わせ先 

    石川県能登空港管理事務所業務課 

     郵 便 番 号  ９２９－２３９２ 

所 在 地  石川県輪島市三井町洲衛１０部１１番１ 

     電 話 番 号  ０７６８－２６－２１００ 

   電子メール  skynoppy@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 


